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築
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四

規

則

　

庁
用
自
動
車
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
一
号

　
　
　
庁
用
自
動
車
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

庁
用
自
動
車
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

六�　

所
属
長　

所
属
（
本
庁
若
し
く
は
事
務
局
の
課
若
し
く
は
室
又
は
地
方
機
関
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
長

を
い
う
。

　

第
五
条
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三　

専
用
車　

当
該
専
用
車
を
管
理
す
る
所
属
長

　

第
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
道
路
交
通
法
」
の
下
に
「（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

百
五
号
）」
を
、「
規
定
す
る
安
全
運
転
管
理
者
」
の
下
に
「（
以
下
「
安
全
運
転
管
理
者
」
と
い
う
。）」
を
、「
副
安
全

運
転
管
理
者
」
の
下
に
「（
以
下
「
副
安
全
運
転
管
理
者
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条

第
五
項
中
「
安
全
運
転
管
理
者
等
選
任
（
解
任
）
報
告
書
」
の
下
に
「（
様
式
第
二
号
）」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二

項
と
す
る
。

　

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
安
全
運
転
推
進
員
）

第�

十
条
の
二　

自
動
車
の
安
全
な
運
転
に
必
要
な
業
務
（
自
動
車
の
装
置
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を
除
く
。）
を
行
わ

せ
る
た
め
、
各
所
属
に
安
全
運
転
推
進
員
を
置
く
。

２�　

前
項
の
安
全
運
転
推
進
員
は
、
所
属
長
が
そ
の
所
属
職
員
（
人
事
及
び
服
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限
る
。）
の
う

ち
か
ら
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

所
属
長
は
、
複
数
の
安
全
運
転
推
進
員
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４�　

所
属
長
（
自
動
車
を
管
理
す
る
所
属
の
長
に
限
る
。）
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
安
全
運
転
推
進
員
を
選
任
し

た
と
き
は
、
速
や
か
に
安
全
運
転
管
理
者
等
選
任
（
解
任
）
報
告
書
に
よ
り
総
務
部
長
に
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
解
任
し
た
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

５�　

安
全
運
転
管
理
者
が
所
属
職
員
の
人
事
及
び
服
務
を
担
当
す
る
職
員
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
職
員
が
安
全
運
転
推

進
員
を
兼
ね
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
安
全
運
転
管
理
者
」
を
「
安
全
運
転
推
進
員
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の

部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

�　

前
条
第
一
項
の
安
全
運
転
推
進
員
は
、
所
属
長
の
命
を
受
け
、
各
所
属
に
お
け
る
自
動
車
及
び
そ
の
運
転
者
を
直

接
管
理
す
る
ほ
か
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
指
示
」
の
下
に
「（
自
動
車
を
管
理
す
る
所
属
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
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を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

二　

自
動
車
を
運
転
す
る
所
属
の
職
員
（
以
下
「
運
転
者
」
と
い
う
。）
の
健
康
管
理
と
安
全
運
転
の
指
導

　

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
日
常
点
検
」
を
「
管
理
す
る
自
動
車
の
日
常
点
検
」
に
改
め
、「
連
絡
指
導
」
の
下

に
「（
自
動
車
を
管
理
す
る
所
属
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

安
全
運
転
管
理
者
へ
の
助
言
（
安
全
運
転
推
進
員
が
安
全
運
転
管
理
者
を
兼
ね
る
場
合
を
除
く
。）　

　

第
十
一
条
第
二
項
中
「
安
全
運
転
管
理
者
」
を
「
安
全
運
転
推
進
員
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３�　

安
全
運
転
管
理
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
所
属
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
は
、
当
該
安
全
運
転
管
理
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

４�　

運
転
者
が
運
転
す
る
自
動
車
が
他
の
所
属
の
管
理
者
が
管
理
す
る
自
動
車
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
運
転
者
の
所
属

の
安
全
運
転
推
進
員
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
、
当
該
他
の
所
属
の
安
全
運

転
推
進
員
（
安
全
運
転
管
理
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
所
属
に
あ
つ
て
は
、
安
全
運
転
管
理
者
。
以
下
こ
の
項
、
次
条

及
び
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
指
示
を
受
け
る
と
と
も
に
、
実
施
結
果
を
当
該
他
の
所
属
の
安
全
運
転
推
進

員
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５�　

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
複
数
の
安
全
運
転
推
進
員
が
選
任
さ
れ
て
い
る
所
属
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

安
全
運
転
推
進
員
の
業
務
の
範
囲
は
所
属
長
が
別
に
定
め
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
中
「
安
全
運
転
管
理
者
」
を
「
安
全
運
転
推
進
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
管
理
者
」
を
「
所

属
長
及
び
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
安
全
運
転
管
理
者
」
を
「
安
全
運
転
推
進
員
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
二
項
中
「
安
全
運
転
管
理
者
」
を
「
自
動
車
を
管
理
す
る
所
属
の
安
全
運
転
推
進
員
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「印

」
を
削
る
。

　

様
式
第
二
号
（
そ
の
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
二
号
と
す
る
。

様式第 ２号（第10条，第10条の２関係）

安全運転管理者等選任（解任）報告書
� 年　　月　　日　　
　　　　総務部長　　　　殿
� 管理者　　　　　　　　　　　

　庁用自動車管理規則 第 10 条 第 １ 項
第10条の２第２項 の規定により，下記の者を（副）安全運転管理者安 全 運 転 推 進 員 として選任（解任）したので，報告します。

自 動 車 等�
の 使 用 の�
本 　 　 拠

所　属
管理対象自動車等（保有台数）

自動車等

種別
台　数

自動車等

種別
台　数

位　置

フ リ ガ ナ
生 年 月 日

選任　　　　
　　　年月日
解任　　　　

普通乗用自動車 軽 四 輪 自 動 車

職 氏 名

小型乗用自動車 軽 二 輪 自 動 車
普通貨物自動車 原動機付自転車

（50cc以上）

（　歳）

小型貨物自動車
特 殊 自 動 車 原動機付自転車

（50cc以下）特 種 自 動 車
乗 合 自 動 車

免許を持つ
ている場合

免 許 の 種 類 自動二輪自動車 計

免 許 年 月 日 ・　・ ・　・ ・　・
備考

免 許 番 号
交 付 年 月 日 年 　　　月 　　　日
交 付�
公 安 委 員 会 県公安委員会
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様
式
第
二
号
（
そ
の
二
）
を
削
る
。

　

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様式第 3号（第11条関係）

自 動 車 運 転 記 録 簿 兼 庁 用 自 動 車 使 用 簿
（ 旅 行 命 令（ 依 頼 ）票 ）

所属名　　　　　　　　　　　　　　

車　　　　　　　名 登 録 番 号 年　　　　式 型　　　式 車 検 有 効 期 間

自 動 車 管 理 所 属 運転者所属
旅行命令
権 者

使用（旅行者）
（同 乗 者）�
職 氏 名�
（旅行者確認）

使 用 年 月 日
（旅 行 期 間）
運 行 時 間

用 務
（旅行
内容）

用務先
（目的地）
（経 路）

延 べ�
走行距離 燃 料

運 転 者
（旅 行 者）
職 氏 名
（旅行者確認）

備 考管理者
安 全 運 転�
管理者又は
安 全 運 転�
推 進 員

班
安 全 運 転�
管理者又は
安 全 運 転�
推 進 員

運 転 命 令 旅行命令
　年　月　日
　時　分から

出発時指数
㎞

l

帰庁時指数
㎞運 行 報 告

　年　月　日
　時　分まで 走行距離

㎞
運 転 命 令 旅行命令

　年　月　日
　時　分から

出発時指数
㎞

l

帰庁時指数
㎞運 行 報 告

　年　月　日
　時　分まで 走行距離

㎞
運 転 命 令 旅行命令

　年　月　日
　時　分から

出発時指数
㎞

l

帰庁時指数
㎞運 行 報 告

　年　月　日
　時　分まで 走行距離

㎞

※「用務先（目的地）（経路）」欄には，在勤庁から出発又は在勤庁へ帰着する場合は，出発地又は帰着地の記載は不要。
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様
式
第
四
号
中
「印

」
を
削
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「安

全
運
転
管
理
者

」
を
「安

全
運
転
管
理
者

（安
全
運
転
推
進
員

）」
に
改
め
、「印

」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
管
理
者
の
命
を
受
け
て
行
う
運
転
に
係
る
自
動
車
及
び
そ
の
運
転
者
の
管
理
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３�　

改
正
前
の
庁
用
自
動
車
管
理
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
改
正
後
の
庁
用
自
動
車
管
理
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　

（
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

４　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
二
（
そ
の
六
の
三
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別表第二（その６の３）（第５条関係）

自 動 車 運 転 記 録 簿 兼 庁 用 自 動 車 使 用 簿
（ 旅 行 命 令（ 依 頼 ）票 ）

所属名　　　　　　　　　　　　　　

車　　　　　　　名 登 録 番 号 年　　　　式 型　　　式 車 検 有 効 期 間

自 動 車 管 理 所 属 運転者所属
旅行命令
権 者

使用（旅行者）
（同 乗 者）�
職 氏 名�
（旅行者確認）

使 用 年 月 日
（旅 行 期 間）
運 行 時 間

用 務
（旅行
内容）

用務先
（目的地）
（経 路）

延 べ�
走行距離 燃 料

運 転 者
（旅 行 者）
職 氏 名
（旅行者確認）

備 考管理者
安 全 運 転�
管理者又は
安 全 運 転�
推 進 員

班
安 全 運 転�
管理者又は
安 全 運 転�
推 進 員

運 転 命 令 旅行命令
　年　月　日
　時　分から

出発時指数
㎞

l

帰庁時指数
㎞運 行 報 告

　年　月　日
　時　分まで 走行距離

㎞
運 転 命 令 旅行命令

　年　月　日
　時　分から

出発時指数
㎞

l

帰庁時指数
㎞運 行 報 告

　年　月　日
　時　分まで 走行距離

㎞
運 転 命 令 旅行命令

　年　月　日
　時　分から

出発時指数
㎞

l

帰庁時指数
㎞運 行 報 告

　年　月　日
　時　分まで 走行距離

㎞

※「用務先（目的地）（経路）」欄には，在勤庁から出発又は在勤庁へ帰着する場合は，出発地又は帰着地の記載は不要。
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�

　
　
　
　

　

防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
二
号

　
　
　
防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
号
の
表
宮
城
防
災
移
動
九
〇
〇
の
項
中
「

航
空
局

同

」
を

「

航
空
局

防
災
推
進
課
長

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
号
の
表
水
防
宮
城
四
一
四
の
項
及
び
水
防
宮
城
四
一
五
の
項
を
削
り
、
同
表
水
防
宮
城
六
六
一
、
二
七
一

～
二
七
三
、
二
七
四
～
二
七
六
の
項
中
「
六
六
一
」
の
下
に
「
、
六
六
二
」
を
加
え
、
同
表
水
防
小
田
ダ
ム
の
項
を
削

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
三
号

　
　
　
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
（
平
成
十
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
二
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第２０号（第28条関係）

〈表　面〉
認定特定非営利活動法人（特例認定特定非営利活動法人）の役員報酬規程等届出書

主たる事務所の 〒

所　　在　　地 電　話（　 　）　　　　－　　　　　　

　　年　　月　　日
（フリガナ）

法　　人　　名

（フリガナ）

代表者の氏名

認定（特例認定）の有効期間 事　業　年　度

宮城県知事　殿 自　　　　　　　　　年　 　月　 　日
至　　　　　　　　　年　 　月　 　日

自　　　　　　　　　年　 　月　 　日
至　　　　　　　　　年　 　月　 　日

　特定非営利活動促進法第55条第１項（第62条において準用する場合を含む。）の規定に基づき，以下の書類を提出します。

１　前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程【２部】
チェック欄

提出しない場合

最後に役員報酬規程を提出した事業年度（　　　　年度）

最後に職員給与規程を提出した事業年度（　　　　年度）

２�　前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項，寄附金に関する事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書
類【２部】（特定非営利活動促進法第54条第２項第３号に定める事項を記載した書類のうち，資産の譲渡等に関する事項
を記載した書類を除く。）

①　収益の源泉別の明細，借入金の明細その他の資金に関する事項

②　次に掲げる取引に係る取引先，取引金額その他その内容に関する事項
　イ�　収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて，取引金額の最も多いものから順次その順位を付
した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引

　ロ　役員等との取引

③�　寄附者（当該認定特定非営利活動法人等の役員，役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係
のある者で，前事業年度における当該認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の額の合計額が20万円以上である
ものに限る。）の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日

④　役員等に対する報酬又は給与の状況
　イ　役員等に対する報酬又は給与の支給（ロを除く。）
　ロ　給与を得た職員の総数及び総額

⑤　支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑥　海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

３�　法第45条第１項第３号（ロに係る部分を除く。），第４号イ及びロ，第５号並びに第７号に掲げる基準に適合している
旨及び法第47条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類【２部】

（注意事項）
　�　宮城県以外の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人は，宮城県知事
のほか，当該区域の都道府県知事に提出することとなります。
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〈裏　面〉

認定特定非営利活動法人（特例認定特定非営利活動法人）の役員報酬規程等届出書の記載上の留意点等

１�　この用紙は，認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人が，特定非営利活動促進法第55条第１項（第62条において

準用する場合を含む。）の規定により，毎事業年度開始の日から３か月以内に特定非営利活動促進法第54条第２項に掲げる書類を宮

城県知事に提出する際に使用します（宮城県以外の都道府県の区域内に事務所を設置している場合は，当該区域の都道府県の規定に

従って提出してください。）。

２�　各書類を作成するごとに右欄の「チェック欄」にチェックし，この用紙を提出書類の一番前にとじて，提出してください。「前事

業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程」について，提出しない場合は「提出しない場合」にチェックするとともに，「最

後に役員報酬規程を提出した事業年度」「最後に職員給与規程を提出した事業年度」の空欄に事業年度を記載いただき，チェック欄

にチェックしてください。

（備考）

１　用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とすること。

２　「主たる事務所の所在地」欄には，事務所の所在地の町名及び地番まで記載すること。
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
二
十
号
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
特
定

非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
二
十
号
と
み
な
す
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

民
間
非
営
利
活
動
拠
点
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
四
号

　
　
　
民
間
非
営
利
活
動
拠
点
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

民
間
非
営
利
活
動
拠
点
施
設
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
二
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
四
号
中
「印

」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）　

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
民
間
非
営
利
活
動
拠
点
施
設
条
例
施
行
規
則
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
民
間
非
営
利
活
動
拠
点
施
設
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　

�
　
　
　
　

　

民
間
非
営
利
活
動
施
設
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
五
号

　
　
　
民
間
非
営
利
活
動
施
設
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

民
間
非
営
利
活
動
施
設
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
七
条
の
表
宮
城
県
民
間
非
営
利
活
動
施
設
第
五
号
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
六
号

　

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

二　

認
可
年
月
日

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
米
市
東
和
町
土
地

改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

小　
　

林　
　

一　
　

裕　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
四
年
三
月
十
一
日

松　

野　

秀　

郎

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
小
童
子
九
十
四
番

地
二
十
三

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
一
日

猪　

股　

直　

行

塩
竈
市
清
水
沢
四
丁
目
二
十
一
番
三
号

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
一
日

阿　

部　

芳　

代

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
相
川
十
一
番
地

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
一
日

及　

川　

光　

雄

登
米
市
東
和
町
米
川
字
舘
ノ
下
四
十
二
番

地

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
一
日

小　

出　

信　

行

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
恩
田
九
十
二
番
地

二

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
一
日

菅　

原　

武　

雄

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
芝
山
二
十
八
番
地

理　

事
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令
和
四
年
三
月
十
一
日

岩　

渕　

幸　

二

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
大
木
沢
百
十
七
番

地

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
一
日

佐　

藤　

記　

一

登
米
市
東
和
町
米
川
字
東
綱
木
百
六
十
二

番
地

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
一
日

後　

藤　

文　

郎

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
堂
山
十
七
番
地
一

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
一
日

千　

葉　

春　

彦

登
米
市
東
和
町
米
川
字
中
嶋
百
九
十
四
番

地

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
一
日

猪　

股　

孝　

之

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
芝
山
七
十
七
番
地

監　

事

令
和
四
年
三
月
十
一
日

小
野
寺　

富　

雄

登
米
市
東
和
町
米
川
字
西
綱
木
九
十
三
番

地

監　

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
四
年
三
月
十
日

松　

野　

秀　

郎

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
小
童
子
九
十
四
番

地
二
十
三

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
日

猪　

股　

直　

行

塩
竈
市
清
水
沢
四
丁
目
二
十
一
番
三
号

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
日

阿　

部　

芳　

代

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
相
川
十
一
番
地

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
日

及　

川　

光　

雄

登
米
市
東
和
町
米
川
字
舘
ノ
下
四
十
二
番

地

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
日

小　

出　

信　

行

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
恩
田
九
十
二
番
地

二

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
日

菅　

原　

武　

雄

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
芝
山
二
十
八
番
地

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
日

岩　

渕　

幸　

二

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
大
木
沢
百
十
七
番

地

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
日

佐　

藤　

記　

一

登
米
市
東
和
町
米
川
字
東
綱
木
百
六
十
二

番
地

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
日

佐　

藤　

忠　

良

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
石
倉
六
十
番
地

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
日

小
野
寺　

幹　

男

登
米
市
東
和
町
米
川
字
西
綱
木
二
百
七
十

八
番
地

理　

事

令
和
四
年
三
月
十
日

猪　

股　

孝　

之

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
芝
山
七
十
七
番
地

監　

事

令
和
四
年
三
月
十
日

及　

川　

文　

雄

登
米
市
東
和
町
米
川
字
町
五
十
三
番
地

監　

事

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
八
号

　

県
営
岩
沼
北
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知

事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
九
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

岩
沼
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
九
号

　

県
営
吉
田
東
部
２
期
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知

事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
九
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

亘
理
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
号
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土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

名
取
地
区
西
部
分
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
三
月
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

蛇
沼
向
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
三
月
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

奥
松
島
地
区
（
宮
戸
Ｂ
工
区
）

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
三
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

奥
松
島
地
区
（
宮
戸
１
分
区
）

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
三
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

奥
松
島
地
区
（
宮
戸
３
分
区
）

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
三
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

奥
松
島
地
区
（
宮
戸
４
分
区
）

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
三
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

奥
松
島
地
区
（
宮
戸
５
分
区
）

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
三
月
十
四
日
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〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

奥
松
島
地
区
（
宮
戸
６
分
区
）

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
三
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

奥
松
島
地
区
（
宮
戸
10
分
区
）

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
三
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

奥
松
島
地
区
（
宮
戸
11
分
区
）

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
三
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

牡
鹿
地
区
谷
川
浜
工
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
三
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

牡
鹿
地
区
大
谷
川
浜
工
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
三
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
二
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

南
三
陸
町

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
歌
津
支

所
の
地
区
）

小
型
定
置
漁
業

令
和
四
年
三
月

八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字

港
九
十
三－

六

阿
部　

克
樹

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字

伊
里
前
三
百
二
十
五－

二

十
七

阿
部　

洋

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

�

五
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。
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令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
一
迫
字
大
川
口
向
芳
沢
二
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

干
害
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。　

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
三
郎
浜
四
二
番
一

地
先
か
ら

前
Ａ
　

八
・
二
～

�

四
八
・
九

�

七
〇
五
・
五
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

　

Ｂ
　

九
・
三
～

�

四
〇
・
七

�

六
七
二
・
〇

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

同
郡
同
町
浦
宿
浜
字
浦
宿
八
一
番
八
七
地
先

ま
で

後
Ａ
　

八
・
二
～

�

四
八
・
九

�

七
〇
五
・
五

　

Ｂ
　

九
・
三
～

�

四
〇
・
七

�

六
七
二
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
女
川
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
門
脇
字
元
明
神
六
二
番
六
地
先
か
ら

同
市
南
光
町
一
丁
目
六
番
三
地
先
ま
で

前

一
四
・
六
～

�

五
九
・
二

�

三
、
六
八
一
・
七

後

一
四
・
六
～

�

五
九
・
二

�

三
、
六
八
一
・
七

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
女
川
線

三　

道
路
の
区
域
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変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
三
郎
浜
四
二
番
一

地
先
か
ら

同
郡
同
町
浦
宿
浜
字
浦
宿
八
一
番
八
七
地
先

ま
で

前
Ａ
　

八
・
二
～

�

四
五
・
三

�

七
〇
五
・
五
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

後
Ａ
　

八
・
二
～

�

四
八
・
九

�

七
〇
五
・
五

　

Ｂ
　

九
・
三
～

�

四
〇
・
七

�

六
七
二
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
三
郎
浜
二
六
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
浦
宿
浜
字
浦
宿
八
一
番
八
七
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

三
月
二
十
四
日

�

午
後
四
時
三
十
分

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
女
川
線

石
巻
市
門
脇
字
元
明
神
六
二
番
六
地
先
か
ら

同
市
南
光
町
二
丁
目
八
番
二
四
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

三
月
二
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

仙
台
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
公
園
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

九
・
七
・
一
号　

海
岸
公
園

三　

事
業
施
行
期
間

　

�　

「
昭
和
五
十
五
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
昭
和
五
十
五
年
十
月
二
十
八

日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

石
巻
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
緑
地
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

八
号　

防
災
緑
地
二
号
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三　

事
業
施
行
期
間

　
�　

「
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六

日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

七
ヶ
浜
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
公
園
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

四
・
四
・
八
〇
二
号　

菖
蒲
田
浜
海
浜
公
園

三　

事
業
施
行
期
間

　

�　

「
平
成
二
十
七
年
七
月
十
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
七
年
七
月
十
日
か
ら
令
和
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
二
号

　

次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
つ
い
て
は
、そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、宅
地
建
物
取
引
業
法（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
申
出
が
な
い
と
き
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消

す
こ
と
が
あ
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
商
号
又
は
名
称

　
　

株
式
会
社
ミ
ツ
ヤ
ホ
ー
ム

二　

代
表
者
の
氏
名

　
　

阿
部　

光
雄

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

石
巻
市
渡
波
町
一
丁
目
十
二
番
三
号

四　

免
許
年
月
日
及
び
免
許
証
番
号

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
七
日　

宮
城
県
知
事
㈤
第
四
千
七
百
十
三
号


